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行
政
手
続
に
お
け
る
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
用
い
た
書
面
の
提
出
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

河
野
太
郎
行
政
改
革
担
当
大
臣
（
以
下
、
「
大
臣
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
二
年
九
月
二
十
五
日
の
大
臣
記
者
会
見
に
お
い

て
、
「
ハ
ン
コ
が
要
ら
な
く
な
れ
ば
打
ち
出
し
て
フ
ァ
ッ
ク
ス
と
い
う
の
は
、
あ
る
い
は
打
ち
出
し
て
郵
送
と
い
う
の
は
要
ら

な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
次
の
段
階
と
し
て
、
こ
の
書
面
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
や
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
」

と
述
べ
た
。
ま
た
、
大
臣
は
、
令
和
二
年
十
一
月
十
三
日
の
大
臣
記
者
会
見
に
お
い
て
、
「
民
間
か
ら
行
政
へ
の
手
続
の
中

で
、
押
印
を
求
め
て
い
る
行
政
手
続
が
添
付
書
類
を
含
め
て
一
万
四
千
九
百
九
十
二
種
類
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
一
万
四
千

九
百
九
種
類
、
全
体
の
九
十
九
％
以
上
で
す
が
、
一
万
四
千
九
百
九
種
類
に
つ
い
て
は
廃
止
を
決
定
す
る
、
あ
る
い
は
廃
止
の

方
向
で
準
備
す
る
」
と
具
体
的
な
対
象
を
示
し
た
。 

 

押
印
に
つ
い
て
は
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
二
〇
（
令
和
二
年
七
月
十
七
日
閣
議
決
定
）
」
及
び
「
規

制
改
革
実
施
計
画
（
令
和
二
年
七
月
十
七
日
閣
議
決
定
）
」
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
書
面
規
制
・
押
印
、
対
面
規
制

の
抜
本
的
な
見
直
し
（
以
下
、
「
押
印
等
見
直
し
」
と
い
う
。
）
を
進
め
る
た
め
、
政
省
令
の
一
部
を
改
正
等
の
所
要
の
規
定

の
整
備
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
百
四
回
国
会
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
案
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。 



 

２ 

 

 
フ
ァ
ッ
ク
ス
は
送
信
者
に
書
面
の
作
成
、
印
刷
及
び
送
信
費
用
な
ど
の
負
担
が
か
か
り
、
受
信
者
に
記
載
事
項
の
集
計
、
書

面
の
保
管
及
び
回
線
費
用
な
ど
負
担
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
の
見
直
し
は
必
要
と
考
え
る
。 

 

右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

一
万
四
千
九
百
九
種
類
の
行
政
手
続
（
以
下
、
「
対
象
行
政
手
続
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て 

 

１ 

対
象
行
政
手
続
に
お
け
る
フ
ァ
ッ
ク
ス
の
使
用
に
つ
い
て
、
現
時
点
に
お
い
て
も
見
直
し
の
対
象
と
な
る
件
数
及
び
具

体
的
な
取
組
方
法
は
確
認
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
大
臣
の
会
見
に
お
け
る
、
「
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
や
め
た
い
」
と
い
う
方

向
性
は
、
押
印
等
見
直
し
に
含
ま
れ
る
の
か
。
ま
た
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
や
め
る
に
は
、
法
令
改
正
が
必
要
と
考
え
て
い
る

の
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

２ 

政
府
が
進
め
る
デ
ジ
タ
ル
改
革
に
お
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
（
電
磁
的
方
法
）
に
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
は
含
ま
れ
る
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

３ 

対
象
行
政
手
続
の
う
ち
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
何
種
類
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。
ま

た
、
令
和
二
年
十
一
月
十
三
日
以
降
、
対
象
行
政
手
続
の
う
ち
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
の
廃
止
を
決
定
又
は
廃
止
の
方
向
で
準
備

し
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
。
取
り
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
件
数
及
び
主
な
対
象
行
政
手
続
名
を
伺
い
た
い
。 



 

３ 

 

 
４ 

対
象
行
政
手
続
に
用
い
ら
れ
る
、
各
府
省
庁
の
フ
ァ
ッ
ク
ス
回
線
に
つ
い
て
、
今
回
の
対
象
手
続
の
見
直
し
に
お
い

て
、
付
随
し
て
回
線
の
廃
止
を
考
え
て
い
る
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。
ま
た
、
全
府
省
庁
で
毎
月
ど
れ
ほ
ど
の
フ
ァ
ッ

ク
ス
回
線
の
使
用
に
係
る
費
用
が
計
上
さ
れ
て
い
る
か
、
大
臣
記
者
会
見
前
の
令
和
二
年
十
月
請
求
分
の
総
額
及
び
最
新

の
請
求
分
の
総
額
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日
の
大
臣
記
者
会
見
に
お
い
て
、
大
臣
よ
り
「
書
面
の
必
要
が
な
い
も
の
は
や
め
て
い
き
た
い
」

及
び
「
押
印
が
必
要
な
く
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
考
え
る
」
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
行
政
手
続
に
用

い
ら
れ
る
書
面
に
は
押
印
を
要
す
る
書
面
の
ほ
か
に
、
自
署
を
要
す
る
書
面
及
び
自
署
押
印
を
要
し
な
い
書
面
が
存
在
す

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
書
面
に
つ
い
て
政
府
は
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
考
え
る
対
象
に
含
め
て
い
る
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

三 

対
象
行
政
手
続
は
、
民
間
か
ら
行
政
へ
の
手
続
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
押
印
書
類
及
び
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
用
い
る
手
続
は
、

国
会
、
各
府
省
庁
、
独
立
行
政
法
人
・
公
益
法
人
及
び
地
方
公
共
団
体
な
ど
の
民
間
以
外
に
お
い
て
も
存
在
す
る
。
こ
れ
ら

の
行
政
手
続
に
つ
い
て
も
、
廃
止
を
決
定
す
る
、
あ
る
い
は
廃
止
の
方
向
で
準
備
す
る
対
象
と
し
て
明
示
す
る
必
要
は
な
い

か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

四 

押
印
等
見
直
し
に
伴
い
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
よ
る
行
政
手
続
の
受
付
を
廃
止
し
た
場
合
、
本
末
転
倒
で
あ
る
が
受
付
方
法
を



 

４ 

 

オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
よ
ら
ず
、
持
参
及
び
郵
送
に
限
定
す
る
も
の
が
出
て
く
る
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


